
号

外

一�
平

成
二
十
八
年

三

月
二
十
五
日

目

次

規

則

○
知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

(

人

事

課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

(

同

)

一

○
岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

人
事
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会)

一
四

○
岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

(

同

)

一
六

規

則

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
七
号

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る

規
則

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例(

平
成
二
十
八
年
岐
阜
県
条

例
第
一
号)

の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日
と
す
る
。

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
八
号

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

( ) 平成28年３月25日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日



(
平
成
二
十
八
年
岐
阜
県
条
例
第
二
号)

の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日
と
す
る
。

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
九
号

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
六
年
岐

阜
県
規
則
第
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成28年３月25日 ( )２



( ) 平成28年３月25日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３
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( ) 平成28年３月25日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５



号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成28年３月25日 ( )６



�
37

38

38

38
38

38
38

38
38

38
38

38
38

39
38

39
39

39
39

39
39

39
39

39
39

39
39

40

40

40

｢
別
表
第
三
の
二
中

｢を

に
改
め
る
。

｣

附

則

(

施
行
期
日
等)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給

与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則(

以
下｢

改
正
後
の
規
則｣

と
い
う
。)

及
び

附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条

件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則(
平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
四
号)

の
規
定
は
、

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

(

給
与
の
内
払)

２

改
正
後
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
技

能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ

た
給
与(

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
号
。
以
下｢

平
成
十
八
年
改
正
規
則｣

と
い
う
。)

附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
料
並
び
に
岐
阜
県
技
能
職
員
等

の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則(
平
成
二
十
七

年
岐
阜
県
規
則
第
九
号
。
以
下｢

平
成
二
十
七
年
改
正
規
則｣

と
い
う
。)

附
則
第
三
項
か
ら
第
五

項
ま
で
並
び
に
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
料
を
含
む
。)
は
、
改
正

後
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
給
与(

平
成
十
八
年
改
正
規
則
附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に

よ
る
給
料
並
び
に
平
成
二
十
七
年
改
正
規
則
附
則
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
第
七
項
及
び
第

八
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
含
む
。)

の
内
払
と
み
な
す
。

(

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
の
一
部
改
正)

３

岐
阜
県
技
能
職
員
等
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 平成28年３月25日 岐 阜 県 公 報 号 外 �７
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( ) 平成28年３月25日 岐 阜 県 公 報 号 外 �11



号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成28年３月25日 ( )12



( ) 平成28年３月25日 岐 阜 県 公 報 号 外 �13



人
事
委
員
会
規
則

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
二
年

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
七
条
の
五
第
一
号
イ
中｢

百
分
の
百
五
十｣

を｢

六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分

の
百
五
十｣

に
改
め
、｢

百
分
の
百
九
十)｣

の
下
に｢

、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分

の
百
七
十(

管
理
監
督
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
二
百
十)｣

を
加
え
、
同
号
ロ
中｢

百
分
の
百
七

十｣

を｢

六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
七
十
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て

は
百
分
の
百
八
十｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中｢

百
分
の
七
十｣

を｢

六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い

て
は
百
分
の
七
十｣

に
改
め
、｢

百
分
の
九
十)｣

の
下
に｢

、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は

百
分
の
八
十(

管
理
監
督
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
百)｣

を
加
え
る
。

別
表
第
一
の
四
１
の
表
八
級
の
部
一
種
の
項
中｢118,800円

｣

を｢118,900円
｣

に
改
め
、
別
表

第
一
の
四
２
の
表
九
級
の
部
一
種
の
項
中｢120,800円

｣

を｢121,000円
｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二(

備
考
を
除
く
。)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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�

62 37 35

62 38 36
38

63 38
38

63 38
39 29

63 39
39 30

64 39 30
40 30

64 39 30
40 30

64 40 31
41 31

65 40 31
41 31

65 40 32
41 31

66 41 32
42 32

66 41 33
42 32

67 42 33
42 32

42 33
43 33

43 34
61 43 33

43 34
62 43 34

34
62 44 34

35
62 35

62 35
62 35

64 59
29 39 59 63

59
30 39 59 63

59
30 4061 59 63

59
30 4062 59 63

59
31 4162 60 64

3062 38
31 4262 60 64

3062 39
31 4362 60 64

62 4031
3262 64

62 4131
3262 65

62 41 57323262
62 42 58323363
63 42 58333463 58
63 43 58333563 58
63 43 583463 58
63 44 583463 58
63 58

3563 58
63 58

3563 37 58
64 59

36 38 59
64 59

38 59

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤

務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則(
昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

別
表
第
七
ハ
の
表
中

｢を

｣

｢
｢

に
、

を

｣｢

に
、

｣

｢を

｣

｢

に
、

｣

｢を

｣

に
改
め
る
。

｣｢
｢

別
表
第
七
ニ
の
表
中

を

｣

に
改
め
る
。

｣

｢

別
表
第
七
ト
の
表
中

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

｢

別
表
第
七
リ
の
表
中

｢を

に
改
め

｣
｣

る
。

附

則

(

施
行
期
日
等)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成28年３月25日 ( )16



則(

以
下｢

新
規
則｣

と
い
う
。)

の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

(
経
過
措
置)

２

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給

料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
昇
給
、
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調
整
以
外
の

事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員
の
う
ち
、
新
規
則
の
規
定
に
よ
る
号
給
が
改

正
前
の
岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則(

以
下｢

旧
規
則｣

と
い
う
。)

の
規
定
に

よ
る
号
給
に
達
し
な
い
職
員
の
、
当
該
適
用
又
は
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
新
規
則

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
規
則
の
規
定
に
よ
る
号
給
と
す
る
も
の
と
す
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給
料

表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
昇
給
、
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調
整
以
外
の
事

由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員(

個
別
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
号
給
を

決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
職
員
を
除
く
。)
の
う
ち
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と

の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
の
、
当
該
適
用
又
は
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

( ) 平成28年３月25日 岐 阜 県 公 報 号 外 �17
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